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1.1　概　　要

　支部は，「日本溶接協会30年史」及び「40年史」

で述べているように， 各支部設立の経過と歴史的

な背景，地元組織及び既存団体との関係，各支部

の独自性によってそれぞれ運営形態が違う。さら

に，発足当時の情勢と時代背景の変化とともに支

部の位置付けが変わってきている。

　本部は，常に社会情勢の変動に伴う支部活動の

変化及び支部からの要望などに対応してきた。

1978（昭和53）年に，組織検討委員会において支

部組織整備計画（案）を立案して，支部連絡懇談

会で支部の意見をまとめるとともに，計画案を実

施に移し，全国支部委員会，各地区支部委員会を

設立させた。

　日本溶接協会は，1999（平成11）年に創立50周

年を迎えることを契機に，協会の21世紀に向けた

体制作りを策定するため，21世紀体制検討委員会

を設立して，定款改正を含む体制の見直しを検討

している。その検討課題の一つとして，支部の位

置付けを取り上げ，上記のような支部の独自性な

どを十分に考慮しながら，本部と支部の関係につ

いて改めて支部の意見を集約するアンケートを実

施し，定款改正に反映させている。

(1)　協会創立当時：1949（昭和24）年

　定款第14条「各部会に必要に応じ評議員会に

図って地方に支部を置くことが出来る」

　終戦直後，全国の各市町村に溶接専業者と称す

るガス溶接屋が店開きをして，地域周辺の器具・

道具などの修理や改造に必要な業種になった。そ

れらが溶接材料などの資材不足対策のために組合

へと発展し，それが県単位になり，全国組織であ

る全日本溶接工業会が結成された。

　日本溶接協会は「日本溶接協会設立構想」を策

定する中で，産業別部会組織として，この全日本

溶接工業会を第3部会（瓦斯熔接業者関係）とし，

そこに所属している各県組合を各県支部とした。

(2)　1955（昭和30）年

　定款第5条「本会は評議員会の議決を経て必要

な地に支部をおくことができる。支部に関する必

要な事項は評議員会の議決を経て別に定める」

　定款第8条2．の会員資格「B種団体会員は個人

または法人よりなる熔接に関し地域的に結成され

た組合あるいは，協会等の団体にして本会の支部

規則に定める要求に適合したものである」

　定款第10条「各会員の総会に関する表決権は B

種団体会員  1個」

　したがって，支部はB種団体会員であり，表決

権を有した。

(3)　1957（昭和32）年

　1957（昭和32）年に，支部に関する細則を規定

した。

　細則第22条：都道府県に地域的に統一結成され

た溶接等に関する協会・組合等の団体が，本会の

B種団体会員になった場合，その団体を本会の支

部と認めることができる。

　細則第23条：支部に関する事項は，別に理事会

の議を経て本会支部規約を作成する。

　細則第24条：地域的に関係のある支部間には理

事会の承認を得て支部連合会を結成することがで

きる。

(4)　1961（昭和36）年

　定款第5条「本会は評議員会の議決を経て必要

な地に支部をおくことができる。支部は，個人ま

たは法人よりなる熔接に関し地域的に結成された

組合，あるいは協会等の団体にして，本会の支部

規則に定める要求に適合したものである。部会に

関し必要な事項は，評議員会の議決を経て別に定
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める」

　定款第8条「団体会員は，溶接に関する事業ま

たは業務を行っている会社，事業所，営業所等に

して本会の主旨に賛成し，本会の事業を支持する

ものおよび支部とする」

　定款第9条「団体会員は，これを特級，1級，2

級及び3級に分ける」

　したがって，支部は8条による団体会員となった。

　さらに，1968（昭和43）年4月に全国支部長連

絡懇談会を行い，支部関連事項について討議し，

支部に関する定款改正案を提出した。

(5)　1969年（昭和44年）12月

　定款第5条「本会は，理事会を議を経て，必要

な地に支部を置くことができる。ただし，原則と

して1都道府県に1支部とする。その構成は，そ

の地区に所在し，本会および支部の行う事業活動

を支持する会社，事業所，営業所または個人とす

る。支部に関する必要な事項は，理事会の議決を

経て別に定める」に変更され，支部は会員ではな

くなった。

　支部に与えられていた表決権は，支部長又はそ

れに代わる者が個人会員に推薦委嘱されるため，

表決権は継続して持つことになった。

(6)　1999（平成11）年5月31日（平成11年）

　第5章 組織（支部及び支部に関する委員会）

　定款第33条「 本会は，理事会の議決を経て，必

要な地に支部を置くことができる。ただし，原則

として1都道府県に1支部とする」

　2.　支部の構成は，その地区に所在し，本会及

び支部の行う事業活動を支持する法人，団体，事

業所，営業所又は個人とする。

　3.　本会は，支部との連絡及び調整を図るため，

必要な委員会を置くことができる。

　ただし，(6)項に示す条文は定款改正案（平成

11 年度通常総会承認後，通商産業大臣へ提出済

み）に含まれるものである。また，定款改正に伴

う細則の改正案では，本部・支部の現状の関係を

明確化させるため，支部を商法で規定する「代理

商」として位置付けることとしている。

1.3　活動状況

　全国支部委員会は本部委員及び地区支部委員長

（9地区）で構成し，地区支部委員会を通じて，本

部と支部間，支部間の連絡調整並びに支部の発展

向上を図るため

①　地区支部委員会の基本的な活動方針の検討

②　地区支部委員会を通じて支部の育成強化

③　地区支部委員会を通じて支部の意向の集約

④　地区支部委員会活動のための調査研究

⑤　その他目的達成に必要な事項

について活動を行っている。表1.1に会員状況を

示す。

　さらに，本部と支部間の主な事業関係は，次の

ようになっている。

(1)　溶接技能者評価試験（JIS検定試験）業務

関係

　支部は各地区溶接技術検定委員会から依頼され

た業務（試験事務と試験場の準備など）を行って

いる。また，第14編「資料」にもあるように，近

年では全国でこの評価試験を受験する人は10万人

を超えており，直接受験者に対する窓口業務を

行っている。

  この制度（溶接技術検定制度）は溶接技能者要員

認証制度として日本適合性認定協会（JAB）から

1999（平成11）年3月9日付けで認定（協会は認

証機関として）を受けた。そのため，支部での実

施内容は変わらないが，各支部は要員認証活動の

関連機関として各地区検定委員会と契約を結ぶこ

とによって，検定の取扱い業務を行うことになっ

ている。

(2)　溶接技術競技会関係

　全国溶接技術競技会（1998（平成10）年度第44

回は，長野県で開催）は本部主催ではあるが，毎

年各支部を巡回開催している。さらに，全支部は

この競技会に参加するため，支部単位での予選会

を行っている。
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(3)　各種講習会

　労働安全衛生規則によるアーク溶接特別教育を

約10支部が行っており，溶接技術検定のための講

習会は30数支部が行っている。

(4)　機関誌・紙その他の配布

　当協会機関誌・紙である「溶接技術」及び「溶

接ニュース」と「受験の手引」など技術図書の頒

布をしている。

(5)　技術相談及び指導

　技術相談及び指導を随時行っている。

(6)　その他

　その他本部からの依頼事項の他に支部独自の事

業など広範囲の活動をしている。
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